
四国学院組織規程 

 
第１章 総 則 
第１条 この規程は、学校法人四国学院及び法人が設置する学校の組織、職制及び事務分掌

を明らかにし、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。 

第２条 四国学院の運営組織は、下図のとおりである。 

 

第３条 理事長は、理事会に諮り、上記以外の臨時の運営機関を期間を定め設置することが

できる。 

第４条 理事長及び学長は、運営のために必要な各種委員会等を設置する。委員会の規程は

別に定める。また、必要に応じて審議会等の臨時の諮問機関を置くことができる。 
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